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(57)【要約】
【課題】明りょうで加工精度の高い点字エンボスを短時
間で大量に形成することが可能なフレキシブルダイを提
供する。
【解決手段】一対のフレキシブルベース２ａ、２ｂを、
対向配置される一対の円筒状のローラにそれぞれ巻き付
け、これら一対のローラ間に加工対象シートを通過させ
て点字用エンボス加工を行うエンボス加工装置に使用さ
れるフレキシブルダイであって、一対のフレキシブルベ
ース２ａ、２ｂは、互いに雌雄嵌合する雌側フレキシブ
ルベース２ａと雄側フレキシブルベース２ｂとから構成
され、雄側フレキシブルベース２ｂには加工対象シート
に刻印する点字に対応する雄側凸部３ｂが形成されてお
り、雌側フレキシブルベース２ａには雄側凸部３ｂに嵌
まり合う凹部３０を備えた雌側凸部３ａが形成されてい
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面にエンボス加工用凸部が形成された一対のフレキシブルベースを、対向配置さ
れる一対の円筒状のローラにそれぞれ巻き付け、これら一対のローラ間に加工対象シート
を通過させて点字用エンボス加工を行うエンボス加工装置に使用されるフレキシブルダイ
であって、
　前記一対のフレキシブルベースは、互いに雌雄嵌合する雄側フレキシブルベースと雌側
フレキシブルベースとから構成され、
　前記雄側フレキシブルベースには加工対象シートに刻印する点字に対応する雄側凸部が
形成されており、雌側フレキシブルベースには雄側凸部に嵌まり合う凹部を備えた雌側凸
部が形成されていることを特徴とするフレキシブルダイ。
【請求項２】
　請求項１に記載のフレキシブルダイにおいて、
　前記雌側フレキシブルベースの凹部は、雄側フレキシブルベースの雄側凸部の内周面と
間隔をあけて嵌まり合うように形成されていることを特徴とするフレキシブルダイ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のフレキシブルダイにおいて、
　前記フレキシブルベースのエンボス加工用凸部が形成された面の裏面には、少なくとも
前記エンボス加工用凸部が形成されている領域の裏側に相当する部分に凹条が形成されて
いることを特徴とするフレキシブルダイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば紙シートやプラスチックシート（フィルム）などのシート材（加工対
象シート）のエンボス加工に用いられるフレキシブルダイ（シート状刃板）に関し、詳細
には、シート材に点字用エンボス加工をするために用いられるフレキシブルダイに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　加工対象に点字を刻印するためのエンボス（以下、「点字エンボス」という。）を形成
する場合、点字が小さいことから確実かつ明りょうにエンボスを形成するのが困難であっ
た。そのため、例えば特許文献１には、原紙へのエンボス形成用の凹型および凸型を有し
、これら凹型および凸型が面板にそれぞれ取り付けられ、面板のいずれか一方に凹型また
は凸型を支持する弾性体が取り付けられたエンボス形成装置が提案されている。
【０００３】
　しかしながら、上記した特許文献１に記載の技術では、平板に取り付けられた点字形成
プレートを対向配置してプレート表面の凹凸を加工対象シートを介して嵌合させることに
より点字エンボスを形成しているため、短時間に大量に点字エンボスを形成することがで
きないといった問題点があった。
【０００４】
　そこで、短時間に大量に点字エンボスを形成するため、点字刻印用の突起を金属ローラ
に形成するともに、この金属ローラと弾性部材を巻きつけた弾性ローラを加工対象のシー
トを介在させて対向配置し、これらのローラを回転駆動させることで点字エンボスを形成
する点字用エンボス加工装置が提案されている（例えば特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００４－２６８４６４号公報
【特許文献２】特開２００６－２３５２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した特許文献２に記載の技術では点字用突起を形成した金属ローラ
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と弾性ローラとの間に加工対象シートを介在させることで点字エンボスを形成しており、
点字用突起が弾性ローラを押圧することにより生じる弾性変形を利用しているため、点字
用突起による押圧力が弱いと明りょうな点字エンボスを形成することができない。また、
点字用突起による押圧力が強すぎる場合は、加工対象シートが破れてしまうといった問題
が生じることとなる。
【０００６】
　本発明はそのような実情を考慮してなされたもので、明りょうで加工精度の高い点字エ
ンボスを短時間で大量に形成することが可能な点字エンボス用のフレキシブルダイを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、一方の面にエンボス加工用凸部が形成された一対のフレキシブルベースを、
対向配置される一対の円筒状のローラにそれぞれ巻き付け、これら一対のローラ間に加工
対象シートを通過させて点字用エンボス加工を行うエンボス加工装置に使用されるフレキ
シブルダイであって、前記一対のフレキシブルベースは、互いに雌雄嵌合する雄側フレキ
シブルベースと雌側フレキシブルベースとから構成され、前記雄側フレキシブルベースに
は加工対象シートに刻印する点字に対応する雄側凸部が形成されており、雌側フレキシブ
ルベースには雄側凸部に嵌まり合う凹部を備えた雌側凸部が形成されていることを特徴と
する。
【０００８】
　この発明によれば、加工対象シートに刻印する点字に対応する雄側凸部が形成された雄
側フレキシブルベースと雄側凸部に嵌まり合う凹部を備えた雌側凸部が形成された雌側フ
レキシブルベースとが互いに雌雄嵌合するので、これらのフレキシブルベースの間に介在
させた加工対象シートに明りょうで加工精度の高い点字エンボスを形成することができる
。
【０００９】
　また、本発明のフレキシブルダイは、一対のフレキシブルベースを、対向配置される一
対の円筒状のローラにそれぞれ巻き付け、これら一対のローラ間に加工対象シートを通過
させて点字用エンボス加工を行うエンボス加工装置に使用されるので、短時間で大量の点
字エンボスを加工対象シートに形成することができる。さらに、フレキシブルベースを交
換するだけで、加工対象シートに刻印する点字を変更することができる。したがって、経
済的であり、かつ取扱いが簡単である。
【００１０】
　本発明は、上記構成のフレキシブルダイにおいて、前記雌側フレキシブルベースの凹部
は、雄側フレキシブルベースの雄側凸部の内周面と間隔をあけて嵌まり合うように形成さ
れていることを特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、雌側フレキシブルベースの凹部と雄側フレキシブルベースの凸部と
が例えば加工対象シートの素材や紙厚に応じた所定の間隔をあけて互いに嵌まり合うこと
により、加工精度が高く明りょうな点字エンボスを形成することができる。
【００１２】
　本発明は、上記構成のフレキシブルダイにおいて、前記フレキシブルベースのエンボス
加工用凸部が形成された面の裏面には、少なくとも前記エンボス加工用凸部が形成されて
いる領域の裏側に相当する部分に凹条が形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明において、フレキシブルベースの裏面に形成する凹条は１条であってもよい。ま
た、フレキシブルベースの裏面に、複数の凹条をフレキシブルダイのローラへの巻き付け
方向に沿って所定のピッチで形成しておいてもよい。なお、複数の凹条を形成する場合、
フレキシブルベースの裏面のほぼ全域にわたって形成しておいてもよい。また、凹条は、
ローラ巻き付け方向と交差する方向、特にローラ巻き付け方向と直交する方向に沿って延
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びるように形成しておくのが望ましい。
【００１４】
　この発明によれば、フレキシブルベースのエンボス加工用凸部が形成された面の裏面に
、フレキシブルダイのローラへの巻き付け方向（以下、ローラ巻き付け方向ともいう）と
直交する方向に沿って延びる複数の凹条（もしくは１条の凹条）を形成しているので、そ
の凹条形成部の曲げ剛性が弱くなり、エンボス加工用凸部の形成部分が曲がり易くなる。
したがって、フレキシブルダイをローラに巻き付けるときに、エンボス加工用凸部の形成
部分がローラの外周面に沿って曲がり易くなるので、フレキシブルダイをローラに「ベー
スの浮き」、すなわち、「フレキシブルダイのマグネットローラへの巻き付け性が悪くな
り、フレキシブルベースの一部がマグネットローラの外周面から浮く」という現象のない
状態で装着することが可能になる。
【００１５】
　なお、本発明は、マグネットローラに装着して使用されるフレキシブルダイのほか、マ
グネット（永久磁石）を備えていないローラに装着されるフレキシブルダイにも適用する
ことができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のフレキシブルダイによれば、明りょうで加工精度の高い点字エンボスを短時間
で大量に形成することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１（Ａ）、図２（Ａ）は本発明のフレキシブルダイの一例を示す正面図である。図１
（Ｂ）、図２（Ｂ）はそのフレキシブルダイの要部縦断面図である。
【００１９】
　まず、はじめにフレキシブルダイについて説明する。
【００２０】
　従来、打抜加工やハーフカットなどの加工を行う方法としては、ベニヤ板等のダイボー
ドに、打抜パターンに応じた溝切加工を行い、その加工した溝に帯状の刃（トムソン刃）
を嵌め込んだダイを作製し、このダイをプレス加工機などに装着してプラスチックシート
等の打抜加工やハーフカットを行うという方法が採られている。
【００２１】
　最近では、フレキシブルベース（強磁性体）の片面に、カッティングラインの形状に応
じたパターンの押切刃を有するフレキシブルダイを作製し、このフレキシブルダイを、図
４に示すようなロータリ加工装置のマグネットローラ１０１に巻き付けて、紙シートやプ
ラスチックシートなどの打抜加工やハーフカットを行うという方法も採用されている。な
お、マグネットローラ１０１には、フレキシブルダイを安定して磁気吸着させるために、
外周面に多数の永久磁石が埋め込み配置されている。
【００２２】
　また、紙シートやプラスチックシート（フィルム）などのシート材の表面にエンボスを
加工する方法においても、フレキシブルベース（強磁性体）の片面に、所定パターンのエ
ンボス加工用凹凸を有するフレキシブルダイを作製し、このフレキシブルダイを同様にロ
ータリ加工装置のマグネットローラ１０１に巻き付けてプラスチックシートなどの表面に
エンボス加工を行うという方法が採用されている。なお、エンボス加工を行うフレキシブ
ルダイとしては、フレキシブルベースの表面に所定パターンの加工用凸部を形成したフレ
キシブルダイ、または、フレキシブルベースの表面に所定パターンの加工用凹部を形成し
たフレキシブルダイなどがあるが、通常、面状のパターンに形成された加工用凸部を備え
たフレキシブルダイが用いられている。
【００２３】
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　そして、以上のようなフレキシブルダイは機械加工やエッチングにて製作されており、
エッチングにより製作されたものは一般にエッチングダイと呼ばれている。
【００２４】
　本実施形態のフレキシブルダイ１は、一方の面にエンボス加工用凸部３ａ、３ｂが形成
された一対のフレキシブルベース２ａ、２ｂを、対向配置される一対の円筒状のローラ１
０１ａ、１０１ｂにそれぞれ巻き付け、これら一対のローラ１０１ａ、１０１ｂ間に加工
対象シートＳを通過させて点字用エンボス加工を行うエンボス加工装置に使用されるもの
である。
【００２５】
　この一対のフレキシブルベース２ａ、２ｂは、互いに雌雄嵌合する雌側フレキシブルベ
ース２ａと雄側フレキシブルベース２ｂとから構成されている。
【００２６】
　雄側フレキシブルベース２ｂには加工対象シートＳに刻印する点字に対応する雄側凸部
３ｂ（エンボス加工用凸部）が形成されており、雌側フレキシブルベース２ａには雄側凸
部３ｂに嵌まり合う凹部３０を備えた雌側凸部３ａ（エンボス加工用凸部）が形成されて
いる。
【００２７】
　以上の構造のフレキシブルベース２は、図４、図５に示すようにロータリ加工装置のロ
ータリマグネット１０１（１０１ａ，１０１ｂ）に巻き付けて使用される。
【００２８】
　すなわち、雌側フレキシブルベース２ａ、雄側フレキシブルベース２ｂは、対向配置さ
れる一対の円筒状のローラ１０１ａ、１０１ｂにそれぞれ巻き付けられており、これら一
対のローラ間１０１ａ、１０１ｂに加工対象シートＳを通過させ、雌側フレキシブルベー
ス２ａの雌側凸部３ａと、雄側フレキシブルベース２ｂの雄側凸部３ｂとがシートＳを挟
んで雌雄嵌合し、シートＳが圧接されることによりエンボス加工が行われる（図５、図６
参照）。
【００２９】
　ここで、雌雄嵌合する雌側凸部３ａ、雄側凸部３ｂの間のクリアランスｃ、すなわち、
雌側フレキシブルベース２ａの雌側凸部３ａの内周面に対する雄側フレキシブルベース２
ｂの雄側凸部３ｂの外周面の間隔（図６参照）は、加工対象シートＳの厚さの２０％から
２００％の範囲に設定されていることが好ましい。
【００３０】
　このクリアランスｃの設定範囲は、以下のような実験結果に基づいており、シートＳの
材質・厚さなどを考慮して適宜決定される。
【００３１】
　例えば、クラフト紙で形成された厚さ０．１２ｍｍのシートＳで実験した結果、クリア
ランスｃが当該紙厚の４０％の厚さ（約０．０５ｍｍ）よりも小さい場合はシートＳが破
断してしまい、一方、クリアランスｃが当該紙厚の２００％の厚さ（０．２４ｍｍ）より
も大きい場合は明りょうなエンボス加工を行うことができなくなった。また、ＰＥＴ（ポ
リエチレンテレフタレート）で形成された厚さ０．１ｍｍのフィルム状シートＳで実験し
た結果、クリアランスｃが当該シート厚の２０％の厚さ（約０．０２ｍｍ）よりも小さい
場合はシートＳが破断してしまい、一方、クリアランスｃが当該シート厚の２００％の厚
さ（０．２ｍｍ）よりも大きい場合は明りょうなエンボス加工を行うことができなくなっ
た。
【００３２】
　一方、雌雄嵌合した状態における雌側凸部３ａ、雄側凸部３ｂの上端縁同士の高低差（
段差）ｈ（図６参照）は、シートＳの材質・厚さ、および上記したクリアランスｃなどを
考慮して任意に決定される。
【００３３】
　なお、本発明で使用されるシートＳは、紙、プラスチックシートなどの樹脂製シートを
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はじめ、裏面に剥離紙が貼着されたラベルなど種々のシートが使用できるものである。
【００３４】
　また、フレキシブルベース２（２ａ，２ｂ）の他方の面（雌側凸部３ａ、雄側凸部３ｂ
の形成面とは反対側の面（裏面））の少なくとも雌側凸部３ａ、雄側凸部３ｂが形成され
ている領域の裏側に相当する部分に、ローラ巻き付け方向Ｒと直交する方向に沿って延び
る複数のスリット状の凹条４・・４を、ローラ巻き付け方向Ｒに沿って所定のピッチで形
成してもよい（図７、図８参照）。この場合、凹条群の形成部の曲げ剛性が弱くなり、エ
ンボス加工用凸部（雌側凸部３ａ、雄側凸部３ｂ）の形成部分が曲がり易くなる。したが
って、フレキシブルダイをローラに巻き付けるときに、エンボス加工用凸部（雌側凸部３
ａ、雄側凸部３ｂ）の形成部分がローラに外周面に沿ってより一層曲がり易くなるので、
フレキシブルダイをローラに「ベースの浮き」のない状態で装着することが可能になる。
【００３５】
　このように、フレキシブルベース２（２ａ，２ｂ）の他方の面（裏面）に、ローラ巻き
付け方向Ｒと直交する方向に沿って延びる複数のスリット状の凹条（スリット状の溝）４
・・４を形成しておくと、フレキシブルベース２（２ａ，２ｂ）をマグネットローラ１０
１（１０１ａ，１０１ｂ）に「ベースの浮き」のない状態で巻き付けることが可能になる
。この点について以下に説明する。
【００３６】
　エンボス加工用凸部（特に、面状のパターンの凸部）が形成されたフレキシブルダイ１
では、エンボス加工用凸部の形成部分の剛性が高くて曲がり難いため、フレキシブルベー
ス２（２ａ，２ｂ）の裏面に凹条が形成されていない場合、マグネットローラ１０１に巻
き付けたときに、エンボス加工用凸部の形成部分は殆ど変形せず、互いに隣り合う加工パ
ターンの間に「ベースの浮き」が生じる。
【００３７】
　これに対し、エンボス加工用凸部の形成部分の曲げ剛性が高くても、エンボス加工用凸
部の形成部分の裏面にローラ巻き付け方向Ｒと直交する方向に沿って延びる複数の凹条４
・・４を形成しておくと、フレキシブルダイ１をマグネットローラ１０１に巻き付けると
きに各凹条４の形成部が曲げ変形する。これによってエンボス加工用凸部の形成部分がマ
グネットローラ１０１の外周面に沿って湾曲変形するようになり、フレキシブルダイ１を
マグネットローラ１０１に「ベースの浮き」のない状態で装着することが可能になる。そ
の結果として、正確なエンボス加工を実現することができる。
【００３８】
　ここで、フレキシブルベース２の裏面に形成するスリット状の凹条４の幅・深さ、及び
凹条４のローラ巻き付け方向Ｒにおけるピッチは、フレキシブルダイ１をマグネットロー
ラ１０１に巻き付けたときに「ベースの浮き」が生じないように、フレキシブルベース２
の厚さ、エンボス加工用凸部３の形成部分の曲げ剛性、及び、マグネットローラ１０１の
外周面の曲率などを考慮して、実験・計算等により決定するようにすればよい。
【００３９】
　なお、複数の凹条４・・４をフレキシブルベース２の裏面のうち、エンボス加工用凸部
３の形成部分の裏側に相当する部分のみに凹条４・・４を形成する形態に限られることな
く、フレキシブルベース２の裏面のほぼ全域にわたって形成するようにしてもよい。また
、凹条４の断面形状は四角形に限られることなく、半円形や三角形などの他の任意の形状
であってもよい。
【００４０】
　さらに、図７、図８に示す例では、複数の凹条４・・４をフレキシブルベース２の裏面
に形成しているが、例えばエンボス加工用凸部の巻き付け方向Ｒのパターン幅が小さい場
合には、そのエンボス加工用凸部の形成部分の裏側に１条の凹条４を形成してもよい。
【００４１】
　さらにまた、凹条４は、ローラ巻き付け方向Ｒと直交する方向に沿って延びる複数のス
リット状のものに限られることなく、例えばローラ巻き付け方向Ｒと交差する方向に沿っ
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て形成されているものでもよい。
【００４２】
　また、スリット状の凹条４・・４は、雌側凸部３ａが形成されたフレキシブルベース２
ａにのみ形成し、雄側凸部３ｂが形成されたフレキシブルベース２ｂには形成しないもの
であってもよい。これは、雄側凸部３ｂは点状に形成されているので、フレキシブルダイ
をローラに装着する際に生じる「ベースの浮き」を考慮する必要性が少ないからである。
【００４３】
－製造方法－
　次に、図７、図８に示すフレキシブルダイの製造方法の一例を図９を参照しながら説明
する。
【００４４】
　なお、雌側フレキシブルベース２ａと雄側フレキシブルベース２ｂとは、その凸部３ａ
，３ｂが形成される平面形状パターンの大きさが異なるのみであって、製造方法は同様で
あるため、以下に示す製造方法は、雌側フレキシブルベース２ａと雄側フレキシブルベー
ス２ｂに共通しているので、以下の説明では便宜上フレキシブルベース２、エンボス加工
用凸部３としている。
【００４５】
　（１）まず、図１、図２のエンボス加工用凸部３（３ａ，３ｂ）の形状に対応する露光
パターン２３ａを有するフォトマスク（ネガフィルム）２３を製版しておく。また、フレ
キシブルベース２（２ａ，２ｂ）の裏面のスリット状の凹条４・・４に対応する形状の露
光パターンを有するフォトマスク（ポジフィルム）２４ａを製版しておく。
【００４６】
　（２）図９（Ａ）に示すように、金属板１０の表面にフォトレジストを一様に塗布し、
さらに、金属板１０の裏面にフォトレジストを一様に塗布して、金属板１０の表面及び裏
面にそれぞれフォトレジスト膜２１，２２を形成する。
【００４７】
　（３）図９（Ｂ）に示すように、金属板１０の表面のフォトレジスト膜２１上にフォト
マスク（ネガフィルム）２３を配置・位置決めするとともに、金属板１０の裏面のフォト
レジスト膜２２上に前記フォトマスク（ポジフィルム）２４を配置・位置決めする。なお
、金属板１０の表面側のフォトマスク２３と裏側のフォトマスク２４とはレジストマーク
を基準として相互に位置合わせした状態で、それらフォトマスク２３，２４の一端部を粘
着テープＴにて接合する。
【００４８】
　（４）金属板１０の表裏のフォトレジスト膜２１，２２の露光と現像を行ってレジスト
パターン２１ａと、複数の凹条４・・４に相当する位置に開口部２２ｂ・・２２ｂを有す
るレジストパターン２２ａとを形成する（図９（Ｃ））。
【００４９】
　（５）金属板１０の表裏のレジストパターン２１ａ，２２ａをマスクとして金属板１０
のエッチングを開始し、エッチングの進行が、凹条４の深さに相当する量に達した時点で
エッチングを一度停止する（図９（Ｄ））。この１度目のエッチングにより、フレキシブ
ルベース２の裏面に、ローラ巻き付け方向Ｒと直交する方向に沿って延びる複数のスリッ
ト状の凹条４・・４が、ローラ巻き付け方向Ｒに沿って一定のピッチで形成される。この
ように、凹条４のエッチングを先に実施することにより、凹条４の深さを精度よくコント
ロールすることができるので、凹条４の形成部分の曲げ剛性を容易に調整することができ
る。
【００５０】
　（６）図９（Ｅ）に示すように、金属板１０の裏面にマスキングシート２５を貼着して
、先のエッチングで形成したスリット状の凹条４・・４をエッチング液に対して保護し、
この状態で、再度エッチングを開始する。この２度目のエッチングの進行が、所定深さ（
［エンボス加工用凸部３（３ａ，３ｂ）の高さ］－［凹条４の深さ］を考慮した深さ）に
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達した時点でエッチングを停止する。このようなエッチングにより、図９（Ｆ）に示すよ
うに、フレキシブルベース２（２ａ，２ｂ）及び断面台形状の突部（突条）つまりエンボ
ス加工用凸部３（３ａ，３ｂ）が形成される。このエッチングの完了後にマスキングシー
ト２５を剥がしておく。また、フレキシブルベース２の上面側及び裏側に残ったレジスト
パターン２１ａ，２２ａを除去しておく。
【００５１】
　なお、エッチングによりエンボス加工用凸部３（３ａ、３ｂ）を形成した後（図９（Ｆ
）の工程が終了した後）、必要であれば、ＮＣ加工機等を使用して、エンボス加工用凸部
３（３ａ、３ｂ）の両側面等に切削工具にて切削するという工程（仕上工程など）を付加
してもよい。
【００５２】
　以上の例では、フレキシブルベース２（２ａ、２ｂ）の裏面の複数のスリット状の凹条
４・・４をエッチングにより加工しているが、これに限られることなく、各凹条４を微細
な機械加工によって形成してもよい。
【００５３】
　このようにして得られたエンボス加工用突部３（３ａ，３ｂ）は、図１０に示すように
断面がテーパ状であって、雄側凸部３ｂの上端部およびこの縁部が嵌り合う雌側凸部３ａ
の凹部３０の隅部が丸く加工されている。このように、雄側凸部３ｂの上端部等を丸く加
工することにより、シートＳが破断されにくくなるとともに、丸い点字を刻印することが
可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明のフレキシブルダイの一例を示す正面図、および要部縦断面図である。
【図２】本発明のフレキシブルダイの一例を示す正面図、および要部縦断面図である。
【図３】本発明のフレキシブルダイを示す断面図である。
【図４】本発明のフレキシブルダイをローラに巻き付けた状態の概略を示す斜視図である
。
【図５】本発明のフレキシブルダイをローラに巻き付けた状態の概略を示す概略断面図で
ある。
【図６】本発明のフレキシブルダイを示す断面図である。
【図７】本発明のフレキシブルダイを示す断面図である。
【図８】図７のフレキシブルダイの裏面図である。
【図９】本発明のフレキシブルダイの製造方法の一例を模式的に示す図である。
【図１０】本発明のフレキシブルダイを示す断面図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１　フレキシブルダイ
　２、２ａ、２ｂ　フレキシブルベース
　３　エンボス加工用凸部
　３ａ　雌側凸部
　３ｂ　雄側凸部
　３０　凹部
　４　　凹条
　１０１、１０１ａ、１０１ｂ　マグネットローラ
　Ｒ　ローラ巻き付け方向
　Ｓ　加工対象シート
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